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I. 特別積合せトラック輸送状況  

1．目 的  

トラックによる輸送量の増減及びその原因並びにトラック輸送を

通じてみた景気の動向などを迅速に把握することを目的とする。 

2. 輸送状況報告書作成対象事業者  

貨物自動車運送事業法の「一般貨物自動車運送事業」のうち、「特

別積合せ貨物運送」を行う事業者とする。 

3. 輸送状況報告書作成対象事業者の指定  

  次の条件を満たす事業者を指定する。 

・東京都区部及びその近県に本社又は支社・主管支店等がある 

こと。 

・特別積合せ貨物運送の認可車両が 50両以上であること。 

・上記の他、大手事業者であると共に国土交通省が適当と判断 

した事業者 

4. 輸送状況報告書の種類及び作成者  

       （種 類）         （作成者） 

 特別積合せトラック輸送状況報告書   事業者（対象 26 社） 

5. 輸送状況報告書作成実施期日  

   毎月実施する。 
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 Ⅱ．一般貨物トラック輸送状況  

1. 目的  

各運輸支局及び各地方運輸局管内における、霊柩及び特別積み合

わせ貨物運送を除く一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車

運送事業の用に供する自動車（以下「一般貨物トラック」という。）

による輸送量の増減及びその原因などの輸送の傾向を迅速に把握

するため、事業者を適宜指定して「一般貨物トラック輸送状況報



告書」の提出を求め、これに基づいて「管内一般貨物トラック輸

送状況報告書」を作成する。 

2. 輸送状況報告書作成対象事業者  

各運輸支局が指定した一般貨物自動車運送事業者（霊柩および特

別横合せ貨物運送を除く。）及び特定貨物自動車運送事業者とす

る。 

3. 輸送状況報告書作成対象事業者の指定  

各運輸支局は、県トラック協会の協力を得て、管内の一般貨物自

動車運送事業者（霊柩および特別横合せ貨物運送を除く。）及び

特定貨物自動車運送事業者数の合計が200以下の場合は10事業者

以上、201～500の場合は 20事業者以上、501以上の場合は 25事

業者以上を指定する。 

なお、指定にあたって同種の品目を輸送する事業者に偏らないよ

うに特に留意する。 

4. 輸送状況報告書の種類および作成者  

（種   類）               （作成者） 

一般貨物トラック輸送状況報告書     事   業   者 

管内一般貨物トラック輸送状況報告書   運輸局及び運輸支局 

5. 運輸状況報告書作成実施日  

毎月実施する。 
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